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○

労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会
の
金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

附

則

（
資
本
参
加
金
融
機
関
等
に
よ
る
第
九
条
第
一
項
計
画
の
提
出
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の

特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
（
法
第
十
四
条

第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
経
営
強
化
計
画

（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
強
化
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
代
え
て
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
第
九
条
第
一
項
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
九
条
第
一
項
計
画
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
資
本
参
加
金
融
機

関
等
（
同
項
に
規
定
す
る
資
本
参
加
金
融
機
関
等
を
い
い
、
労
働
金
庫
等
（
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ

る
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
当
該
第
九
条
第
一
項
計
画
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
第
一
項
計

画
は
、
変
更
の
内
容
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

第
九
条
第
一
項
計
画
の
提
出
の
理
由
書
（
当
該
資
本
参
加
金
融
機
関
等
に
お
け
る
被
災
者
へ
の
信
用
供
与
の
状
況
に
係

る
記
載
を
含
む
。
）

二

役
員
の
履
歴
書
（
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会
の
金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特
別

措
置
に
関
す
る
命
令
（
以
下
「
命
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
役
員
の
履
歴
書
を
い
う
。
以
下

次
条
、
附
則
第
四
条
及
び
附
則
第
六
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
法
附
則
第
八
条
第
一
項
第
二
号

又
は
金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令

第

号
）
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第

二
百
四
十
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
円
滑
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
準
備
の

状
況
を
示
す
書
類

三

そ
の
他
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
附
則
第
八
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
経
営
強
化
計
画
に

係
る
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
係
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
書
類

（
資
本
参
加
金
融
機
関
等
に
よ
る
第
十
二
条
第
一
項
計
画
の
提
出
）

第
三
条

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
二
条
第
一
項
（
法
第
十
四
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
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合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
経
営
強
化
計
画
に
代
え
て
改
正
法
附
則
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
第
十
二
条
第
一
項
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
十
二
条
第
一
項
計
画
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る

資
本
参
加
金
融
機
関
等
は
、
そ
の
実
施
し
て
い
る
経
営
強
化
計
画
（
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
も
の
、
法

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
変
更
後
の
も
の
又
は
法
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
承
認
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。
）
の
実
施
期
間
の
終
了
の
日
か
ら
三
月
以
内
に
、
命
令
別
紙
様
式
第
七
号
に
準
じ

て
作
成
し
た
第
十
二
条
第
一
項
計
画
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
資
本
参
加
金
融
機
関
等
が
当
該
期
間
内
に
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
実
施
期
間
が
終
了
す
る
一
月
前
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

命
令
附
則
第
二
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

二

役
員
の
履
歴
書
そ
の
他
の
法
附
則
第
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
令
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
円
滑
か
つ
確
実
な
実

施
の
た
め
の
準
備
の
状
況
を
示
す
書
類

三

そ
の
他
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
附
則
第
八
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
経
営
強
化
計
画
に

係
る
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
係
る
審
査
の
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
書
類
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（
資
本
参
加
金
融
機
関
等
に
よ
る
第
十
四
条
第
三
項
計
画
の
提
出
）

第
四
条

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
経
営
強
化
計
画
に
代
え

て
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
十
四
条
第
三
項
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
十
四
条
第
三
項
計
画
」

と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
承
継
金
融
機
関
等
（
法
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
承
継
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
で
あ
る
資
本
参
加
金
融
機
関
等
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
合
併
等
（
同
項
に
規
定

す
る
合
併
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
当
該
第
十
四
条
第
三
項
計
画
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

し
て
、
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

命
令
附
則
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
承
継
金
融
機
関
等
で
あ
る
資
本
参
加
金
融
機
関
等
が
合
併
等
に
よ
り

新
た
に
設
立
さ
れ
た
労
働
金
庫
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
自
己
資
本
比
率
そ
の
他
の
当
該
設
立
後
に
お
け
る
財
務
の

状
況
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
書
類
）

二

役
員
の
履
歴
書
、
部
門
別
の
損
益
管
理
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
当
該
承
継
金
融
機
関
等
で
あ
る
資
本
参

加
金
融
機
関
等
が
合
併
等
に
よ
り
新
た
に
設
立
さ
れ
る
労
働
金
庫
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
部
門
別
の
損
益
管
理
が

さ
れ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
）
そ
の
他
の
法
附
則
第
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
令
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
円
滑
か
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つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
準
備
の
状
況
を
示
す
書
類

三

当
該
承
継
金
融
機
関
等
で
あ
る
資
本
参
加
金
融
機
関
等
に
係
る
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
合

併
等
の
後
に
お
い
て
協
定
銀
行
（
法
第
五
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
協
定
銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
保
有
す

る
取
得
株
式
等
（
法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
取
得
株
式
等
を
い
い
、
当
該
承
継
金
融
機
関
等
で
あ
る
資
本
参
加
金
融

機
関
等
を
発
行
者
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
合
併
等
の
後
に
お

い
て
協
定
銀
行
が
保
有
す
る
取
得
貸
付
債
権
（
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
取
得
貸
付
債
権
を
い
い
、
当
該
承
継
金
融

機
関
等
で
あ
る
資
本
参
加
金
融
機
関
等
を
債
務
者
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
き
協
定
銀
行
に
対
し
譲
渡
そ
の
他
の
処

分
を
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
取
得
株
式
等
及
び
当
該
取
得
貸
付
債
権
の
処
分
の
た
め
の
対
応
を
図
る
時

期
の
見
通
し
を
記
載
し
た
書
面

四

そ
の
他
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
附
則
第
八
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
経
営
強
化
計
画
に

係
る
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
係
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
書
類

（
資
本
参
加
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
に
よ
る
第
十
九
条
第
一
項
計
画
の
提
出
）

第
五
条

改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
九
条
第
一
項
（
法
第
二
十
四
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る



- 6 -

場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
経
営
強
化
計
画
に
代
え
て
改
正
法
附
則
第
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
第
十
九
条
第
一
項
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
十
九
条
第
一
項
計
画
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す

る
資
本
参
加
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
（
同
項
に
規
定
す
る
資
本
参
加
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
を
い
い
、
労
働
金
庫
等
に

限
る
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
当
該
第
十
九
条
第
一
項
計
画
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
九
条
第
一
項
計
画
は
、
変
更
の
内
容
が
明
ら
か
に
な
る

よ
う
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
当
該
資
本
参
加
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
に
お
け
る
被
災
者
へ
の
信
用
供

一

第
十
九
条
第
一
項
計
画
の
提
出
の
理
由
書

与
の
状
況
に
係
る
記
載
を
含
む
。
）

二

法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
第
十
九
条
第
一
項
計
画
の
提
出
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
書
類

イ

第
十
九
条
第
一
項
計
画
に
係
る
金
融
組
織
再
編
成
（
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
金
融
組
織
再
編
成
を
い
う
。
第

四
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
又
は
金
融
機
関
の
合
併
及
び

転
換
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
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、
当
該
認
可
の
申
請
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

ロ

第
十
九
条
第
一
項
計
画
の
実
施
に
よ
り
従
業
員
の
地
位
が
不
当
に
害
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

三

役
員
の
履
歴
書
（
命
令
第
二
十
五
条
第
五
号
に
規
定
す
る
役
員
の
履
歴
書
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
法
附
則
第
九
条
第
一

項
第
三
号
イ
若
し
く
は
同
項
第
四
号
又
は
令
附
則
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
円
滑
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
準
備

の
状
況
を
示
す
書
類

四

法
第
十
六
条
第
一
項
第
五
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

命
令
附
則
第
五
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

ロ

第
十
九
条
第
一
項
計
画
に
係
る
金
融
組
織
再
編
成
に
係
る
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
（
法
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定

す
る
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
を
い
う
。
）
の
自
己
資
本
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

ハ

当
該
資
本
参
加
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
が
法
第
十
五
条
第
一
項
の
申
込
み
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
込
み
に
係
る

株
式
等
の
引
受
け
等
（
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
株
式
等
の
引
受
け
等
を
い
う
。
）
の
額
の
算
定
根
拠
を
記
載
し

た
書
面

ニ

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
て
協
定
銀
行
が
協
定
（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
定
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を
い
う
。
以
下
こ
の
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
定
め
に
よ
り
取
得
す
る
株
式
等
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
て
協
定
銀
行
が
協
定
の
定
め
に
よ
り
取
得
す
る
貸
付
債
権
に
つ
き
協

定
銀
行
に
対
し
譲
渡
そ
の
他
の
処
分
を
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
そ
の
他
の
協
定
銀
行
に
よ
る
当
該
株
式
等
及
び
当
該

貸
付
債
権
の
処
分
の
た
め
の
対
応
を
図
る
時
期
の
見
通
し
を
記
載
し
た
書
面
そ
の
他
の
同
条
第
三
項
第
七
号
に
掲
げ
る

要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

当
該
株
式
等
が
株
式
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
株
式

(1)

当
該
株
式
が
他
の
種
類
の
株
式
へ
の
転
換
の
請
求
が
可
能
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
請

(ⅰ)
求
に
よ
り
転
換
さ
れ
た
他
の
種
類
の
株
式

当
該
株
式
が
一
定
の
事
由
が
生
じ
た
こ
と
を
条
件
と
し
て
転
換
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

(ⅱ)
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
転
換
さ
れ
た
他
の
種
類
の
株
式

当
該
株
式
又
は

若
し
く
は

に
掲
げ
る
他
の
種
類
の
株
式
に
つ
い
て
分
割
さ
れ
又
は
併
合
さ
れ
た
株
式

(ⅲ)

(ⅰ)

(ⅱ)

当
該
株
式
等
が
優
先
出
資
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
優
先
出
資
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に

(2)
あ
っ
て
は
、
当
該
優
先
出
資
に
つ
い
て
分
割
さ
れ
た
優
先
出
資
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の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
経
営
強
化
計
画
に

五

そ
の
他
改
正
法
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
附
則
第
九
条
第
三
項

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
係
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
書
類

係
る

（
資
本
参
加
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
に
よ
る
第
二
十
二
条
第
一
項
計
画
の
提
出
）

第
六
条

改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
二
条
第
一
項
（
法
第
二
十
四
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
経
営
強
化
計
画
に
代
え
て
改
正
法
附
則
第
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
十
二
条
第
一
項
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
二
十
二
条
第
一
項
計
画
」
と
い
う
。
）
を

提
出
す
る
資
本
参
加
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
は
、
そ
の
実
施
し
て
い
る
経
営
強
化
計
画
（
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
提
出
し
た
も
の
、
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
変
更
後
の
も
の
又
は
法
第
二
十
二
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。
）
の
実
施
期
間
の
終
了
の
日
か
ら
三
月
以
内
に

、
命
令
別
紙
様
式
第
八
号
に
準
じ
て
作
成
し
た
第
二
十
二
条
第
一
項
計
画
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官

及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
資
本
参
加
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
が
当
該
期
間
内

に
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
実
施
期
間
が
終
了
す
る
一

月
前
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

命
令
附
則
第
五
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

二

役
員
の
履
歴
書
そ
の
他
の
法
附
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
並
び
に
令
附
則
第
四
条
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項

の
円
滑
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
準
備
の
状
況
を
示
す
書
類

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
経
営
強
化
計
画
に

三

そ
の
他
改
正
法
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
附
則
第
九
条
第
三
項

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
係
る
審
査
の
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
書
類

係
る

（
資
本
参
加
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
に
よ
る
第
二
十
四
条
第
三
項
計
画
の
提
出
）

第
七
条

改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
経
営
強
化
計
画
に
代

え
て
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
十
四
条
第
三
項
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
二
十
四
条
第
三
項

計
画
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
承
継
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
（
法
第
二
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
承
継
組
織

再
編
成
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

は
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の

で
あ
る
資
本
参
加
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等

規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
合
併
等
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
当
該
第
二
十
四
条
第
三
項
計
画
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

し
て
、
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

命
令
附
則
第
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
承
継
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
で
あ
る
資
本
参
加
組
織
再
編
成
金
融
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機
関
等
が
合
併
等
に
よ
り
新
た
に
設
立
さ
れ
た
労
働
金
庫
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
自
己
資
本
比
率
そ
の
他
の
当
該

設
立
後
に
お
け
る
財
務
の
状
況
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
書
類
）

二

役
員
の
履
歴
書
、
部
門
別
の
損
益
管
理
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
当
該
承
継
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
が

合
併
等
に
よ
り
新
た
に
設
立
さ
れ
る
労
働
金
庫
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
部
門
別
の
損
益
管
理
が
さ
れ
る
こ
と
を
証

す
る
書
面
）
そ
の
他
の
令
附
則
第
四
条
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
第
二
十
四
条
第
三
項
計
画
に
法
附
則
第

九
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
方
策
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
方
策
を
含
む
。
）
の
円
滑
か
つ
確

実
な
実
施
の
た
め
の
準
備
の
状
況
を
示
す
書
類

三

当
該
承
継
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
で
あ
る
資
本
参
加
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
に
係
る
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規

法
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す

定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
合
併
等
の
後
に
お
い
て
協
定
銀
行
が
保
有
す
る
取
得
株
式
等
（

当
該
承
継
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
で
あ
る
資
本
参
加
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
を
発
行
者
と

る
取
得
株
式
等
を
い
い
、

す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
合
併
等
の
後
に
お
い
て
協
定
銀
行
が

保
有
す
る
取
得
貸
付
債
権
（

当
該
承
継
組
織
再
編
成
金
融
機

法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
取
得
貸
付
債
権
を
い
い
、

関
等
で
あ
る
資
本
参
加
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
を
債
務
者
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
き
協
定
銀
行
に
対
し
譲
渡
そ
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の
他
の
処
分
を
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
取
得
株
式
等
及
び
当
該
取
得
貸
付
債
権
の
処
分
の
た
め
の
対
応

を
図
る
時
期
の
見
通
し
を
記
載
し
た
書
面

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
経
営
強
化
計
画
に

四

そ
の
他
改
正
法
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
附
則
第
九
条
第
三
項

法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
係
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
書
類

係
る

（
資
本
参
加
協
同
組
織
金
融
機
関
等
に
よ
る
第
三
十
条
第
一
項
計
画
の
提
出
）

第
八
条

改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
経
営
強
化
計
画
に
代
え

て
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
三
十
条
第
一
項
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
三
十
条
第
一
項
計
画
」

と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
資
本
参
加
協
同
組
織
金
融
機
関
等
（
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
本
参
加
協
同
組

織
金
融
機
関
等
を
い
い
、
労
働
金
庫
等
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
当
該
第
三
十
条
第
一
項
計
画
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
条
第
一
項

添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

計
画
は
、
変
更
の
内
容
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
三
十
条
第
一
項
計
画
の
提
出
の
理
由
書

二

役
員
の
履
歴
書
そ
の
他
の
法
附
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
二
項
第
三
号
イ
又
は
令
附
則
第
七
条
各
号
若
し
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く
は
令
附
則
第
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
円
滑
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
準
備
の
状
況
を
示
す
書
類

三

そ
の
他
改
正
法
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
附
則
第
十
条
第
五
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
経
営
強
化
計
画
に

係
る
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
係
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
書
類

（
資
本
参
加
協
同
組
織
金
融
機
関
等
に
よ
る
第
三
十
三
条
第
一
項
計
画
の
提
出
）

第
九
条

改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
三
条
第
一
項
（
法
第
三
十
四
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
経
営
強
化
計
画
に
代
え
て
改
正
法
附
則
第
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
第
三
十
三
条
第
一
項
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
三
十
三
条
第
一
項
計
画
」
と
い
う
。
）
を
提

出
す
る
資
本
参
加
協
同
組
織
金
融
機
関
等
は
、
そ
の
実
施
し
て
い
る
経
営
強
化
計
画
（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第

三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
も
の
又
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。

）
の
実
施
期
間
の
終
了
の
日
か
ら
三
月
以
内
に
、
命
令
別
紙
様
式
第
七
号
に
準
じ
て
作
成
し
た
第
三
十
三
条
第
一
項
計
画
に

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
資
本

参
加
協
同
組
織
金
融
機
関
等
が
当
該
期
間
内
に
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
と
き
は
、
当
該
実
施
期
間
が
終
了
す
る
一
月
前
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

命
令
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

二

役
員
の
履
歴
書
そ
の
他
の
法
附
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
並
び
に
令
附
則
第
八
条
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
の

円
滑
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
準
備
の
状
況
を
示
す
書
類

（
資
本
参
加
協
同
組
織
金
融
機
関
等
に
よ
る
第
三
十
四
条
第
三
項
計
画
の
提
出
）

第
十
条

改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
経
営
強
化
計
画
に
代

え
て
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
三
十
四
条
第
三
項
計
画
（
以
下
「
第
三
十
四
条
第
三
項
計
画
」
と
い
う
。

）
を
提
出
す
る
承
継
協
同
組
織
金
融
機
関
（
法
第
三
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
承
継
協
同
組
織
金
融
機
関
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
資
本
参
加
協
同
組
織
金
融
機
関
等
は
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

認
可
を
受
け
た
合
併
等
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
当
該
第
三
十
四
条
第
三
項
計
画
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融

庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

命
令
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
承
継
協
同
組
織
金
融
機
関
で
あ
る
資
本
参
加
協
同
組
織
金

融
機
関
等
が
合
併
等
に
よ
り
新
た
に
設
立
さ
れ
た
金
融
機
関
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
自
己
資
本
比
率
そ
の
他
の
当

該
設
立
後
に
お
け
る
財
務
の
状
況
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
書
類
）
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二

役
員
の
履
歴
書


